
佐世保市建設工事検査要領  

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 佐 世 保 市 財 務 規 則 （ 昭 和 ４ ４ 年 規 則 第 ９ 号 。 以

下「規則」という。）に基づき、佐世保市の発注する工事に係る検査

の実施について必要な事項を定めるものとする。  

（適用範囲）  

第 ２ 条  規 則 第 １ ８ ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 工 事 の 検 査

は、次の区分により行うものとする。  

(1)   契約金額が３００万円以上の場合は、検査員（規則第１８６条  

第１項に規定する検査員をいう。以下同じ。）が行う。  

(2) 契約金額が３００万円未満の場合は、当該工事を主管する部課

の課長補佐職以上の職員（以下「主管課検査員」という。）が行う。  

（検査の種類等）  

第３条  検査の種類等は、次のとおりとする。  

(1) 完成検査は、次の時点で行うものとする。  

  イ  工事が完了したとき。  

  ロ  部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完了したとき。  

(2) 出来形検査は、次の場合に工事の既済部分について行うものと  

する。  

  イ  部分払いをしようとするとき。  

  ロ  損害金を徴収して契約期間を延長しようとするとき。  

  ハ  工事等の施工を中止しようとするとき。  

  ニ  契約を解除しようとするとき。  

(3)  中間検査は、次の場合に行うものとする。  

イ  工 事 等 完 了 後 に お い て 、 出 来 形 の 確 認 が 困 難 な 場 合 又 は 適 正

な技術的施工を確保する必要があるとき。  

ロ  部分使用をしようとするとき。  

（検査の依頼）  

第４条  監督員（規則第１８２条第２項の規定により定めた者をいう。

以下同じ。）は、前条の検査を受けようするときは、次の各号の規定

によるものとする。  

 



(1)   完成検査については、工事成績評定書及び関係図書（設計図書、  

工事写真等）を添えて技術監理課長へ依頼するものとする。また、 

依頼にあたっては受注者からの完成届受理後遅滞無く行うものと  

する。  

(2) 出来形検査については、請負工事の出来形検査依頼書（様式１）

により技術監理課長へ依頼するものとする。また、依頼にあたって

は受注者からの出来高検査願受理後遅滞無く行うものとする。  

(3) 中間検査については、請負工事の中間検査（中間過程・部分使

用）依頼書（様式２）により技術監理課長へ依頼するものとする。

ただし、部分使用に係る中間検査については、技術監理課長が認め

たものに限り監督員の確認に代えることができるものとする。  

(4)   技術監理課長は、依頼のあった完成検査、出来形検査及び中間

検査について、担当する検査員を定めなければならない。  

（検査の準備）  

第 ５ 条  監 督 員 及 び 受 注 者 又 は 現 場 代 理 人 は 、 検 査 に 当 り 、 次 に 掲 げ

る準備をしなければならない。  

(1) 監督員が行う準備  

イ  契約書関係書類  

ロ  その他参考となる資料  

ハ  検査に必要な測器具  

(2) 受注者又は現場代理人が行う準備  

イ  工事の施工に関する記録その他の必要な資料  

ロ  設計図書で定めた検査に必要な措置  

ハ  検査に必要な人員、機器及び設備  

（検査の時期）  

第 ６ 条  検 査 は 、 規 則 第 １ ４ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ る

期間内に行うものとする。  

(1) 完成検査は、完成届を受理した日から１４日以内とする。  

(2) 出 来形検査 は、検査 の依頼 を 受 け た 日 か ら １ ４ 日 以 内 と す る 。 

(3) 中間検査は、検査依頼日以降遅滞なく行うものとする。  

２  技 術 監 理 課 長 は 、 検 査 日 を 決 定 し た 場 合 は 、 遅 滞 な く 監 督 員 を 経

由して受注者に報告するものとする。  



（検査の立会）  

第 ７ 条  検 査 は 、 工 事 主 管 部 課 の 職 員 及 び 受 注 者 又 は 現 場 代 理 人 の 立

会 の も と 行 う も の と す る 。 た だ し 、 特 別 な 事 情 が あ る と 認 め ら れる

場合は、この限りでない。  

（検査の基準）  

第 ８ 条  検 査 員 又 は 主 管 課 検 査 員 （ 以 下 「 検 査 担 当 者 」 と い う 。） は、

長 崎 県 土 木 工 事 検 査 基 準 及 び 長 崎 県 建 築 工 事 検 査 基 準 等 に 基 づ き、

検査を行うものとする。  

（検査実施の原則）  

第 ９ 条  検 査 は 、 現 地 に お い て 工 事 等 の 出 来 形 を 対 象 と し 、 設 計 図 書

等 と 対 比 し て そ の 位 置 、 形 状 、 寸 法 等 の 相 違 並 び に 品 質 及 び 性 能そ

の他必要な事項について確認するものとする。  

２  地下又は水中等、外部から検査を行い難い部分の検査については、

当 該 工 事 等 の 受 注 者 の 説 明 、 工 事 記 録 、 写 真 等 に 基 づ き 施 工 の 適否

を判断することができるものとする。  

３  検 査 に あ た り 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 工 事 の 施 工 部 分 の 一 部

を破壊、分解及び試験をして検査を行うことができる。  

４  検査担当者は、検査の記録を整備しておかなければならない。  

（完成検査の報告）  

第 １ ０ 条  検 査 員 は 、 工 事 の 完 成 検 査 を 行 っ た と き は 、 し ゅ ん 工 検 査

報告書（工事成績評定表を含む。以下同じ。）を作成し、技術監理課

長へ速やかに提出するものとする。  

２  前項の場合において、検査の結果不合格となったものについては、

技 術 監 理 課 長 は 、 し ゅ ん 工 検 査 報 告 書 に 理 由 書 を 添 え て 財 務 部 長に

提出するものとする。  

３  財 務 部 長 は 、 技 術 監 理 課 長 か ら 不 合 格 の 報 告 を 受 け た 場 合 で 、 改

造 等 の 措 置 の 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 副 市 長 に 報 告 し 、 そ の許

可 を 受 け て 工 事 主 管 課 長 を し て 改 造 等 の 措 置 を さ せ る も の と す る。

この場合は、その旨を調書に記載するものとする。  

４  検 査 担 当 者 は 、 改 造 等 を 要 す る 部 分 の 内 容 が 工 事 目 的 物 の 機 能 に

障 害 を 与 え る も の で は な く 、 か つ 、 軽 易 で あ る と 認 め る 場 合 は 、前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 期 限 を 定 め て 口 頭 に よ り 改 造 等 を 指 示 する



事ができるものとする。  

（出来形検査の報告）  

第 １ １ 条  検 査 員 は 、 出 来 形 検 査 を 行 っ た と き は 、 請 負 工 事 の 出 来 形

検 査 報 告 書 （ 様 式 ３ ） を 技 術 監 理 課 長 に 、 工 事 出 来 高 検 査 報 告 書を

技術監理課長に、それぞれ作成し提出するものとする。  

２  技 術 監 理 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、 そ

れ を 審 査 し 、 出 来 形 検 査 報 告 書 （ 様 式 ４ ） に よ り 工 事 主 管 課 長 に検

査結果を回答するものとする。  

（中間検査の報告）  

第 １ ２ 条  検 査 員 は 、 中 間 検 査 を 行 っ た と き は 、 請 負 工 事 の 中 間 検 査

（ 中 間 過 程 ・ 部 分 使 用 ） 報 告 書 （ 様 式 ５ ） を 作 成 し て 技 術 監 理 課長

に提出するものとする。  

２  技 術 監 理 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、 そ

れ を 審 査 し 、 中 間 検 査 （ 中 間 過 程 ・ 部 分 使 用 ） 報 告 書 （ 様 式 ６ ）に

より工事主管課長へ検査結果を回答するものとする。  

３  技 術 監 理 課 長 は 、 第 ４ 条 第 ３ 号 た だ し 書 の 規 定 に よ り 中 間 検 査 を

監督員の確認に替えることを認めた場合は、請負工事の中間検査（部

分 使 用 ） 通 知 書 （ 様 式 ７ ） に よ り 工 事 主 管 課 長 に 通 知 す る も の とす

る。  

４  監 督 員 は 、 確 認 後 に 請 負 工 事 の 中 間 検 査 （ 部 分 使 用 ） 確 認 書 （ 様

式８）を技術監理課長に提出するものとする。  

（検査の中止）  

第 １ ３ 条  検 査 担 当 者 は 、 受 注 者 又 は 現 場 代 理 人 が 次 の い ず れ か に 該

当するときは、検査を中止することができるものとする。  

(1) 正当な理由がなく検査の立会いを拒んだとき。  

(2) 検査担当者の職務の執行を妨げたとき又はその指示に従わな  

かったとき。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 検 査 を 中 止 し た 場 合 は 、 直 ち に 技 術 監 理 課 長 に

報告するものとする。  

 

 

 



（改造等の確認）  

第 １ ４ 条  検 査 担 当 者 は 、 工 事 主 管 課 長 よ り 第 １ ０ 条 第 ３ 項 に 基 づ く

改 造 等 の 措 置 を 完 了 し た 旨 の 報 告 が あ っ た 場 合 は 、 遅 滞 な く 当 該部

分の検査を行うものとする。  

２  検 査 担 当 者 は 、 前 項 の 検 査 を 完 了 し た と き は 、 速 や か に 技 術 監 理

課長に報告するものとする。  

３  第 １ ０ 条 第 ４ 項 の 改 造 等 の 完 了 確 認 は 、 監 督 員 に 行 わ せ る も の と

し、その結果は、検査担当者に報告させるものとする。   

 

（臨機の措置）  

第 １ ５ 条  検 査 担 当 者 は 、 検 査 に 当 り 、 事 態 が 重 大 か つ 処 理 に 急 を 要

す る と 認 め る 事 項 が あ る と き は 、 直 ち に 、 技 術 監 理 課 長 に 報 告 し、

その指示を受けなければならない。  

（工事の成績評定）  

第 １ ６ 条  検 査 が 完 了 し た と き は 、 そ の 成 績 に つ い て 別 に 定 め る 佐 世

保市工事成績評定実施要領により評定し、契約金額が３００万円未満

である場合を除きその結果を技術監理課長へ報告するものとする。  

 

（雑則）  

第 １ ７ 条  契 約 金 額 が ３ ０ ０ 万 円 未 満 の 工 事 に つ い て は 、 第 ４ 条 、 第

６ 条 第 ２ 項 、 第 １ ２ 条 、 第 １ ３ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ５ 条 中 「 技 術 監理

課 長 」 と あ り 、 第 １ ０ 条 第 １ 項 及 び 第 １ １ 条 中 「 技 術 監 理 課 長 」と

あ る の は 「 工 事 主 管 課 長 」 と 、 第 １ ０ 条 第 １ 項 、 第 １ １ 条 及 び 第１

２ 条 中 「 検 査 員 」 と あ る の は 「 主 管 課 検 査 員 」 と 読 み 替 え る も のと

する。  

２  規 則 第 ３ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 部 課 以 外 の 部 課 に お い て は 、 第 １ ０ 条

及 び 第 １ １ 条 中 「 技 術 監 理 課 長 」 と あ る の は 「 水 道 事 業 管 理 者 及び

下水道事業管理者」と読み替えるものとする。  

附  則  

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要領は、平成２１年６月１日から施行する。  



附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ７ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 日 以 後 に 行 う 工事

の検査から適用する。  

  附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 日 以 後 に 行 う 工 事の

検査から適用する。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 日 以 後 に 行 う 工 事の

検査から適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１

技術監理課長　様

　　課長　　

下記の工事において出来形検査をお願いします。

1 ． 　　請第　　　号
工事

2 ． 円

3 ． 自

至

4 ．

現場代理人

5 ．

6 ．

7 ．希 望 検 査 日 　　　　年　　月　　日（　）

検 査 の 事 由

検 査 の 範 囲

請 負 金 額

工 期 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

受 注 者

　　年　月　日

技 術 監 理 課

号

請負工事の出来形検査依頼書

第　　回

工 事 名



　様式２

技術監理課長　様

　　課長　

下記の工事において中間検査をお願いします。

1 ． 　　請第　　　号
工事

2 ． 円

3 ． 自

至

4 ．

現場代理人

5 ．

6 ．

7 ．

　　年　　月　　日

請負工事の中間検査（中間過程・部分使用）依頼書

第　　回

希 望 検 査 日

検 査 の 事 由

検 査 の 範 囲

　　　　年　　月　　日（　）

受 注 者

　　年　　月　　日

　　年　月　日

技 術 監 理 課

号

工 事 名

請 負 金 額

工 期



様式３

技術監理課長　様

検査員　　　　　　　　　　印

下記の工事において出来形検査を実施したので報告します。

1 ． 　　請第　　　号
工事

2 ． 円

3 ． 自

至

4 ．

現場代理人

5 ．

6 ．

7 ． （　市　）

（受注者）

8 ．検 査 結 果

検 査 年 月 日 　　　　年　　月　　日

検 査 立 会 人

受 注 者

検 査 範 囲

工 事 名

請 負 金 額

工 期 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　月　日

技 術 監 理 課

号

請負工事の出来形検査報告書

第　　回



様式４

　　　　　　　様

技術監理課長　

下記の工事において出来形検査を実施したので報告します。

1 ． 　　請第　　　号
工事

2 ． 円

3 ． 自

至

4 ．

現場代理人

5 ．

6 ．

7 ．

8 ． （　市　）

（受注者）

9 ．

　　年　月　日

工 事 名

請 負 金 額

検 査 立 会 人

号

技 術 監 理 課

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　

工 期

受 注 者

検 査 結 果

検 査 範 囲

検 査 年 月 日 　　　　年　　月　　日

出来形検査報告書

第　　回

検 査 員



様式５

技術監理課長　様

検査員　　　　　　　　　　

下記の工事において中間検査を実施したので報告します。

1 ． 　　請第　　　号
工事

2 ． 円

3 ． 自

至

4 ．

現場代理人

5 ．

6 ．

7 ． （　市　）

（受注者）

8 ．

　　年　月　日

技 術 監 理 課

号

工 事 名

請 負 金 額

第　　回

受 注 者

　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

請負工事の中間検査（中間過程・部分使用）報告書

検 査 立 会 人

検 査 範 囲

検 査 年 月 日

検 査 結 果

工 期



様式６

　　　　　　　様

技術監理課長　

下記の工事において中間検査を実施したので報告します。

1 ． 　　請第　　　号
工事

2 ． 円

3 ． 自

至

4 ．

現場代理人

5 ．

6 ．

7 ．

8 ． （　市　）

（受注者）

9 ．検 査 結 果

検 査 年 月 日 　　　　年　　月　　日

検 査 員

検 査 立 会 人

受 注 者

検 査 範 囲

工 事 名

請 負 金 額 　　

工 期 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　月　日

技 術 監 理 課

号

中間検査（中間過程・部分使用）報告書

第　　回



様式７

課長 　様

技術監理課長

下記の工事について通知します。

1 ． 　　請第　　　号
工事

2 ． 円

3 ． 自

至

4 ．

現場代理人

5 ．

6 ．

請負工事の中間検査（部分使用）通知書

第　　回

受 注 者

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

通 知 内 容 　佐世保市建設工事検査要領第４条第３号のただし書に基づき、監督
員の確認に替えるものとします。
　監督員による確認後、技術監理課長へ請負工事の中間検査（部分使
用）確認書（様式８）の提出をお願いします。
　ただし、工事請負契約第３１条に基づく検査及び引き渡しではな
く、工事請負契約第３４条に基づき、引き渡し前に受注者の承諾を得
て一部を使用するものです。

　　年　月　日

技 術 監 理 課

号

工 事 名

請 負 金 額

検 査 範 囲



様式８

技術監理課長 様

監督員

下記の工事については、部分確認を実施したので報告します。

1 ． 　　請第　　　号
工事

2 ． 円

3 ． 自

至

4 ．

現場代理人

5 ．

6 ．

7 ． （　市　）

（受注者）

9 ．

確 認 し た 者

検 査 結 果

確 認 範 囲

確 認 年 月 日 　　　　年　　月　　日

工 期 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

受 注 者

　　年　月　日

技 術 監 理 課

号

請負工事の中間検査（部分使用）確認書

工 事 名

請 負 金 額


